
１６３号               労政にしのみや          平成３０年３月２５日 

－１－ 

 
 

編集･発行：西宮市産業文化局産業部労政課 

    〒662-0912 西宮市松原町 2-37 西宮市立勤労会館内 

    TEL：0798-35-5286   FAX：0798-34-2888   URL：http://ｗｗｗ.nishi.or.jp/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「病気になっても働き続けたい。」 

  そんな働く人の気持ちを応援したい。 

近年、治療技術のめざましい進歩や、働く人を取り巻く環境の変化により 

病気になっても仕事を辞めず働き続けることができるようになってきました。 

今後、職場においても労働力の高齢化が見込まれる中、病気を抱えた従業員が、 

治療を受けながら働く場面に直面することが増えると考えられます。 

従業員が安心して治療を受けながら働き続けるために、会社として準備できることは何でしょうか。 

 

 

１．治療技術の進歩により、「不知の病」は「長く付き合う病気」に。 
現在、日本人の 2 人に 1 人が、生涯のうちに一度はがんになると言われています。生存率が、 

大幅にアップしていることからも、がんは「長く付き合う病気」になってきたと言えます。 

２．今は仕事をしながら治療を続けることが可能な時代。 
仕事を持ちながらがんで通院している人の数は、現在推計 32.5 万人。がんは必ずしもすぐ 

に離職しなければならない病気ではなくなりつつあります。今後、高齢になっても働く人の数 

が増えることに伴い、病気を抱えながら働く労働者の増加も見込まれています。 

３．患者にとって、仕事は生きがいでもあります。 
がんなどの病気を抱えながら仕事を続けたい人は、92.5％もいます。その理由は、家庭の生 

計を維持するためや、治療代のためはもちろん、働くことが自身の生きがいでもあるためなど 

様々。病気を抱える労働者のためにも、治療を続けながら働ける環境を作ることが必要です。 

労政にしのみや 

治療と職業生活の両立支援の必要性 
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ご相談はお近くの産業保健総合支援センター・治療就労両立支援センターまで 

 



１６３号               労政にしのみや          平成３０年３月２５日 

                      －３－        

お問合せは、西宮労働基準監督署 へ TEL：0798-26-3733 

 

事業主の皆さまへ ～ 西宮労働基準監督署からのお知らせ 

 
厚生労働省では、過重労働防止、長時間労働対策に取り組んでいます。平成 29 年 1 月に労働

時間の適正な把握のための新ガイドラインが策定されました。各事業場におかれましては、こ

れに基づき一層の労働時間管理の徹底をお願いいたします。 
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障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念

の下、全ての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。この法定

雇用率が、平成 30 年 4 月 1 日から以下のように変わります。また、障害者雇用義務の対象とし

て、これまでの身体障害者、知的障害者に、精神障害者が加わります。 
 

 
※併せて、障害者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員 50 人以上から 45.5 人以上に変わります。 
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お問合せは、ハローワーク西宮 へ ＴＥＬ：０７９８－７５－６７１１  
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お問合せは、ハローワーク西宮 へ ＴＥＬ：０７９８－７５－６７１１ 

 労働安全衛生法により 

 雇入れ時教育・職長等教育・技能講習・特別教育などが義務づけられています。 

 

２０１７年１２月１日▶２０１８年４月３０日  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

正しい知識で職場を安全・健康に！  

 

 

 

 

平成 28 年に前年を上回った休業４日以上の死傷者数は、平成 29 年も減少傾向がみられず、増

加の一途をたどる業種もあるなど、厳しい状況となっています。死亡災害が夏場に急増したことを

受け、厚生労働省は平成 29 年 9 月に労働災害防止団体や関係事業者団体に対し、職場における死

亡災害撲滅に向けた緊急要請を行いました。 

 その中では、職場内の安全衛生活動の総点検の実施や事業場の安全管理体制の充実とともに、効

果的な安全衛生教育の実施が求められています。 

特に、雇入れ時教育・職長等教育・作業内容変更時教育・特別教育等の徹底や就業制限業務に係

る資格取得は労働安全衛生法で義務付けられており、労働災害を防止するうえで大変重要です。 
 
 

お問合せは、中央労働災害防止協会 へ 

TEL：03-3452-6296 または 「安全衛生教育促進運動」で検索 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 

 
  

 

 

 

 

 

ストップ 

ＳＴＯＰ 
 

労働災害 
事業主の皆さん！ 
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お問合せは、ハローワーク西宮 へ ＴＥＬ：０７９８－７５－６７１１ 
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お問合せは、勤労会館 へ ＴＥＬ：０７９８－３４－１６６２ 

 

 
勤労会館（ホール除く）及び勤労青少年ホームでは、平成 30 年 4 月利用分から、使用区分の見

直しを行います。従来の「午前・午後・夜間」の３区分から、「１時間３０分ごと」の８区分とし、よ

り利用者の皆様にご利用いただきやすいような使用区分に変更します。また、これに伴い、使用料金に

ついても変更させていただきます。 
 

 

  
※ 勤労青少年ホームの使用は、４月以降、日曜日から土曜日までの１週間に９区分までとします。 

※ 勤労会館のホールの使用区分は、従来と同じく午前（9：00～12：00）、午後（13：00～17：00）、 

 夜間（18：00～22：00）の 3 区分です。 

 
 

【勤労会館】  【勤労青少年ホーム】 

会議室等名称 1 区分あたりの使用料  会議室等名称 1 区分あたりの使用料 

和室 550 （500）  和室Ａ 250 （200） 

第２会議室 600 （550）  和室Ｂ 250 （200） 

第３会議室 400 （350）  会議室Ａ 600 （550） 

第４会議室 250 （200）  会議室Ｂ 300 （250） 

第５会議室 350 （300）  器楽室Ａ 600 （550） 

第６会議室 350 （300）  器楽室Ｂ 500 （450） 

第７会議室 400 （350）  小体育室 600 （550） 

第８会議室 1,450 （1,300）  体育室 2,200 （1,950） 

第１会議室 250 （200）     
 

※ 市内一般利用の料金です（単位：円）。 

※ 時間区分（3）～（8）の使用料については、平成 30 年（2018 年）4 月 1 日から平成 31 年（2019 

 年）3 月 31 日までの期間、（  ）内の金額となります。 
 

 

 
 
 
 
 

34 歳以下の勤労者で、西宮市内に在住または在勤の方がぷらっとアイを利用される場合、「勤労青少年ホ

ーム使用証」の交付を受けると利用料金が無料となります。（マイクなどの付帯設備は有料です。） 

現在交付している勤労青少年ホーム使用証の有効期限は、平成 30 年 3 月 31 日です。 

平成 30 年 4 月以降にぷらっとアイを使用される場合は、改めて「勤労青少年ホーム使用証」の交付手続

が必要となりますので、勤労青少年の要件に該当する方は、利用日までにぷらっとアイ西側の勤労会館１階

事務室にて交付手続を行ってください。 
 

平成３０年４月１日 利用分から 

【新しい使用区分】 

 平成 30 年 3 月 31 日利用分まで 

【従来の使用区分】 

（１） 9：00 ～ 10：30  （午前） 
9：00 ～ 12：00 （２）10：30 ～ 12：00  

（ 清  掃  時  間 ） 

（３）12：30 ～ 14：00  
（午後） 

12：30 ～ 17：00 
（４）14：00 ～ 15：30  

（５）15：30 ～ 17：00  

（ 清  掃  時  間 ） 

（６）17：30 ～ 19：00  
（夜間） 

17：30 ～ 22：00 （７）19：00 ～ 20：30  

（８）20：30 ～ 22：00  

会議室の使用区分を見直します ～勤労会館・勤労青少年ホーム～ 

≪平成３０年４月１日利用分からの１区分あたりの使用料≫  

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

勤労青少年ホーム 《ぷらっとアイ》 使用証の交付(更新)手続のお知らせ 

お問合せは、西宮市労政課 へ ＴＥＬ：０７９８－３５－５２８６ 
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女性の活躍推進に向けての意識変革 
 

少子高齢化、人口減少という過去に例をみない社会が到来していま 

す。新しい社会の形を模索するうえで「多様性がもたらす活力」を基 

本とする取り組みが必要なのではないでしょうか。多様性社会を実現 

するための一つの視点が女性の活躍推進であると考えられ、これまで 

にも様々な取り組みがなされてきました。政府は平成 15 年に「社会のあらゆる分野において、

2020 年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも 30％程度」との目標を設定し

ましたが、現状を男女共同参画白書（平成 29 年版）からみてみましょう。 

「国の政策・方針決定過程への女性の参画（国会議員に占める女性の割合）」については、平成

29 年 12 月現在、衆議院 10.1％（44 人）、参議院 20.7％（50 人）であり、目標を大きく下

回る結果となりました。また、各国議会でつくる列国議会同盟（ＩＰＵ）が行った調査では、日

本は 193 カ国中 157 位であり、世界平均 23.5％と比べても低い水準にあります。 

また、「企業における女性の参画（役員・管理職に占める女性の割合）」では、上場企業の役員

に占める女性の割合は、長期的には上昇傾向にはありますが、平成 28 年は 3.4％、また管理的

職業従事者に占める女性の割合は 13.0％であり、平均 30％前後である諸外国と比べても低い水

準にあります。 

何故、日本では女性の管理職の登用が進んでいないのでしょうか。男女共同参画白書（平成 26

年版）によると「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方に対して、「賛成」

44.6％「反対」49.4 ％であり、依然として半数近い人の『性別役割意識』が変わっていないこ

とが挙げられます。また、政治・経済・地域などの各分野で女性のリーダーを増やすときに課題

となるものとして「保育・介護・家事などにおける夫などの家族の支援や公的サービスが十分で

はない」を理由に挙げる人が多く、環境要因による問題が解決されていないことも挙げられます。 

このような環境要因を改善するためには、当事者とされている女性が主体的に変革することが

有効であり、そのためには国会議員や役員など、決定権を持つ女性リーダーが必要であると考え

られています。 

女性の活躍による社会の変革は、女性だけに留まらず、あらゆる格差や差別に立ち向かう人た

ちにとっても大きな意味を持ち、女性の活躍を社会の変革の源として、社会全体の活性化に繋げ

ることができるのではないでしょうか。 
 

●ウェーブ図書コーナーからおすすめ図書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「育休世代」のジレンマ 

女性活用はなぜ失敗するの

か？」 
中野円佳著（光分社新書） 

「仕事と家族 日本はなぜ

働きづらく、産みにくいの

か」 
筒井淳也著（中公新書） 

 


